
 

 

 
 

◆発災時の避難行動と安否確認の訓練です。 

◆ご自身のイザに備えるために参加ください。 
訓練詳細は裏面を参照ししっかり行動してください。 

 

 

 

 

 

 

【訓練参加にあたっての連絡事項】 

➀当日体温が平熱以上の場合、安否確認には参加しない 

 ※不参加でもタオル又は消火器は出す 

②参加の場合、マスクを必ず着用し会話は控える 

③安否確認時は密接にならないように行動する 

 ※感染症対策のためタオル等が出ていなくてもチャイムは鳴らさない 

④帰宅後石鹸で手洗いし、家族で反省会を開く 

  ※反省会は「身を守る行動」「家電・ガス OFF確認行動」「家屋の安全確認」などについて話し合ってください。 

※非常持ち出し袋、食料・水・簡易トイレの備蓄品等の点検を行う 
 

関ヶ谷自治会会長：大戸 敏明 防災担当役員：五味 伸子 防災部長：相曽 健二 

※本件に関する問い合わせは班長又は地区長へ。 

実施日

・住 民⇒自身＆家族の安全確保、班内の安否確認手順等を確認する 

・班 長⇒班内安否確認手順と「班長からの報告書」の取り扱いを確認する 
・地区長⇒「地区長からの報告書」の取り扱いと対策本部への報告手順を確認する 

・防災部員等⇒対策本部開設の手順＆関係組織との連携等を確認する 
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2022年 安否確認訓練の各担当の行動および役割 
各人は９時になったら以下の行動をとる。当日訓練に参加できない場合は、事前に班長にその旨伝えておく。荒天（何らかの警報が出ている状況）の場合のみ中止。 

タイムライン 班員の行動 班長の行動 地区長の行動 防災 VGの行動 対策本部の行動 

訓練開始

（９時） 
震度５強以上の地震発生 

    

安全確保、

無事のサイ

ンを出す 

①身の安全行動をとる 

②家屋の損害・火災確認 

③無事の印のタオル又は消

火器を玄関前に出す 

  ※防災ベスト・帽子・名札

着用のこと 

※防災ベスト・帽子・名札

着用のこと 

班長宅へ

行く 

班長宅へ駆けつける 

又は指定場所：        
班員の集合を待つ 

班員又は班長（兼任の場

合）と同様の行動 

  

安否確認

および情

報まとめ・

報告 

①班長と一緒にブロック

内安否確認をする 

②安否確認後自宅に戻   

り家族で反省会を開催

する。併せて備蓄品等

の点検を行う 

①安否の結果内容を「班

長からの報告書」に記

入し、いっとき避難場

所に行く 

②「班長からの報告書」

を地区長に渡し報告後

自宅に戻る 

③自宅で防災ＶＧメンバ

ーの訪問を待つ 

いっとき避難場所で班長

を待つ 

 

※自地区のいっとき避難

場所は「発災時書類ケー

ス」に入っています。 

①ブロック内の安否確認

後、担当の要援護者宅

へ行き状況を確認し地

区リーダーへ報告する 

②要援護者所属の班長

宅に行き顔見世挨拶

後自宅に戻る 

対策本部要員は会館中

庭へ集合 

 ・自治会役員・部員 

 ・防災 VG役員 

 ・防災VG地区リーダー 

 ・民生委員 

被害状況

報告およ

び対策本

部仮設置 

  ①班長から渡された「班

長からの報告書」内容

を「地区長からの報告

書」に転記し合計記入 

②両用紙を持って対策本

部又は対策分室（西金

沢学園小学部第一会

議室）へ行き報告する 

③建物の安全確認等対

策本部をサポートする 

①防災部員及び防火＆資機材

チームメンバーは地域内の活

動後対策本部へ行く 

②防火チームは対策本部建物

内外の安全確認を行い、状況

を対策本部へ報告する 

③資機材チームはテレビ等の情

報機器設置、稼働を確認する 

④自治会防災部員は②③＆対

策本部①～③をサポートする 

①中庭に簡便式テントを

２張り設置する 

②テント内に机２客、パイ

プ椅子４客を用意し仮

本部を設置する 

③地区長からの報告を

「班長からの報告書」・

「地区長からの報告

書」と共に受け集計す

る 

対策本部

開設 

    使用可の報告後、対策本

部を開設し宣言する 

訓練終了     反省会を開催する  

                                                 反省会は役員、防災部員、全地区長が参加 

希
望
者 

希
望
者 

全
地
区
長 

防災 VG役員＆防火・資
機材チーム、民生委員 

対策本部：関ヶ谷自治会館（10～27地区） 対策分室：西金沢学園（小）（１～９地区） 




